
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
及
び
そ
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
二
類
感
染
症
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
に
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
が
迅
速
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
感
染
症
を
入
院
、
検

疫
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
感
染
症
と
す
る
ほ
か
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
者
に
つ
い
て

感
染
防
止
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
等
所
要
の
規
定
を
早
期
に
整
備
す
る
こ
と
。

第
二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

感
染
症
の
類
型
等

１

感
染
症
の
類
型
に
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

２

二
類
感
染
症
に
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス

で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
３
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」

と
い
う
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
三
項
第
五
号
関
係
）



３

四
類
感
染
症
で
あ
る
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
除
く
と
と
も
に
、
五
類
感
染

症
で
あ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ほ
か
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
こ
と
。
（

第
六
条
第
五
項
第
七
号
及
び
第
六
項
第
一
号
関
係
）

４

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
症
を
い
う
こ
と
。
（
第
六
条
第
七
項
関
係
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
新
た
に
人
か
ら
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ウ
イ
ル
ス
を
病
原
体
と

（一）
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
て
、
一
般
に
国
民
が
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症
の
全
国
的

か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
い
う
。
）

再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
か
つ
て
世
界
的
規
模
で
流
行
し
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
て
そ
の
後
流
行
す
る
こ

（二）
と
な
く
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
再
興
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般

に
現
在
の
国
民
の
大
部
分
が
免
疫
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
感
染
症
の
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に

よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

５

指
定
感
染
症
の
対
象
と
な
る
疾
病
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
八
項
関



係
）

６

特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
入
院
対
象
に

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
関
係
）

７

四
種
病
原
体
等
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
十
三
項
関
係
）

８

指
定
感
染
症
に
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す
る
こ

と
。
（
第
七
条
関
係
）

９

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
疑
似
症
患
者
で
あ
っ
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と

疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
と
み
な
し
て
こ
の
法

律
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

二

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
公
表

医
師
の
届
出
、
獣
医
師
の
届
出
並
び
に
感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
の
調
査
の
対
象
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
関
係
）

三

検
疫
所
長
と
の
連
携



１

都
道
府
県
知
事
は
、
検
疫
所
長
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に

つ
い
て
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
検
疫
所
長
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
報

告
を
求
め
、
又
は
当
該
都
道
府
県
の
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
三
第
一

項
関
係
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
１
の
報
告
又
は
質
問
の
結
果
、
健
康
状
態
に
異
状
を
生
じ
た
者
を
確
認
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
職
員
に
当
該
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
必
要

な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
三
第
二
項
関
係
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
２
の
質
問
又
は
必
要
な
調
査
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
三
第
三
項
関
係
）

四

健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院

健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
の
対
象
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
、
第

十
八
条
及
び
第
二
十
六
条
関
係
）

五

消
毒
そ
の
他
の
措
置



感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
た
場
所
の
消
毒
、
物
件
に
係
る
措
置
、
死
体
の
移
動
制
限
等
並
び
に
そ
れ
ら
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
質
問
及
び
調
査
の
対
象
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
、
第

二
十
九
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
五
条
関
係
）

六

医
療

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
に
係
る
医
療
に
つ
い
て
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
は
厚
生
労
働
大
臣
が

行
う
指
導
に
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
指
導
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
八
条
関
係
）

七

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
つ
い
て
二
か
ら
六
ま
で
の
ほ
か
に
必
要
と
な
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
七
章

関
係
）

１

発
生
及
び
実
施
す
る
措
置
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及

（一）
び
発
生
し
た
地
域
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
ウ
イ
ル
ス
の
血
清
亜
型
及
び
検
査
方
法
、
症
状
、
診
断
及
び
治
療
並
び



に
感
染
の
防
止
の
方
法
、
実
施
す
る
措
置
そ
の
他
の
発
生
の
予
防
又
は
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
情
報
を
逐
次

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
そ
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、

に
よ
る
情
報
を
公
表
し
た
感
染
症
に
つ
い
て
、
国
民
の
大
部
分
が
免
疫
を
獲
得
し
た
こ
と

（二）

（一）

等
に
よ
り
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）

２

感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
協
力

都
道
府
県
知
事
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

（一）
は
、
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
、
潜
伏
期
間
を
考
慮
し
て
定

め
た
期
間
内
に
お
い
て
、
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

（二）
は
、

の
報
告
を
求
め
た
者
に
対
し
、

で
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
、
居
宅
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
か
ら
外

（一）

（一）



出
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四

条
の
三
第
二
項
関
係
）

の
報
告
又
は

の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

（三）

（一）

（二）

と
。
（
第
四
十
四
条
の
三
第
三
項
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、

の
協
力
を
求
め
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
食
事
の
提
供
、
日
用
品
の
支
給
そ
の
他
日
常

（四）

（二）

生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
又
は
物
品
の
支
給
（
以
下
「
食
事
の
提
供
等
」
と
い
う
。
）
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
必
要
な
食
事
の
提
供
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
食
事
の
提
供
等
を
受
け

た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項

及
び
第
五
項
関
係
）

３

建
物
に
係
る
措
置
等
の
規
定
の
適
用

国
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
特
に
必
要

（一）
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
感
染
症
を
一
類
感
染
症
と
み
な
し
て
、
建
物
に
係
る
措
置
等
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
必



要
な
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
関
係
）

に
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
規
定
を

で
定
め
た
期
間
の
経
過
後
な
お
適
用
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ

（二）

（一）

（一）

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と

。
延
長
し
た
期
間
の
経
過
後
、
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
四
第
二

項
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、

及
び

の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚

（三）

（一）

（二）

生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に

（一）

つ
き
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
こ
と
と
し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
立
案
し
た
政
令
の
内
容
に
つ
い
て
厚
生
科
学
審
議
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

４

経
過
の
報
告

都
道
府
県
知
事
等
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
関
し
事
務
を
行
っ
た
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
内
容
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の



五
関
係
）

八

新
感
染
症

１

発
生
及
び
実
施
す
る
措
置
等
に
関
す
る
情
報
の
公
表

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
発
生
し
た
地
域
を
公
表

す
る
と
と
も
に
、
当
該
新
感
染
症
に
つ
い
て
、
病
原
体
で
あ
る
ウ
イ
ル
ス
の
血
清
亜
型
及
び
検
査
方
法
、
症
状
、
診
断

及
び
治
療
並
び
に
感
染
の
防
止
の
方
法
、
実
施
す
る
措
置
そ
の
他
の
発
生
の
予
防
又
は
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な

情
報
を
逐
次
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
そ
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
協
力

都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染
症
に

（一）
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
、
潜
伏
期
間
と
想
定
さ
れ
る
期
間
を
考
慮
し
て
定

め
た
期
間
内
に
お
い
て
、
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
条
の
二
第
一
項
関
係
）



都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

の
報
告
を
求
め

（二）

（一）

た
者
に
対
し
、
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
、
居
宅
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
か
ら
外
出
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
感

染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
の
二
第
二
項
関
係
）

の
報
告
又
は

の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

（三）

（一）

（二）

と
。
（
第
五
十
条
の
二
第
三
項
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、

の
協
力
を
求
め
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
食
事
の
提
供
、
日
用
品
の
支
給
そ
の
他
日
常

（四）

（二）

生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
又
は
物
品
の
支
給
（
以
下
「
食
事
の
提
供
等
」
と
い
う
。
）
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
必
要
な
食
事
の
提
供
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
当
該
食
事
の
提
供
等
を
受
け

た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
の
二
第
四
項
関

係
）

３

厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
及
び
経
過
の
報
告

厚
生
労
働
大
臣
が
新
感
染
症
に
関
し
指
示
で
き
る
事
務
及
び
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
経
過
の
報
告
の
対
象
に
、
２
の

又
は

の
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
一
条
の
二
関
係
）

（一）

（二）



九

厚
生
労
働
大
臣
の
指
示

厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
三
条
の
二
関
係
）

十

事
務
の
区
分

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
し
て
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
二

か
ら
四
ま
で
、
六
及
び
七
（
七
の
２
の

を
除
く
。
）
の
事
務
を
地
方
自
治
法
の
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。

（四）

（
第
六
十
五
条
の
二
関
係
）

十
一

罰
則

三
に
つ
い
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁

を
し
、
又
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
を
罰
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（

第
七
十
三
条
か
ら
第
七
十
七
条
関
係
）

第
三

検
疫
法
の
一
部
改
正

一

検
疫
感
染
症
等



１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
隔
離
、
停
留
等
を
実
施
す
る
検
疫
感
染
症
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
号
、

第
十
四
条
関
係
）

２

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
疑
似
症
を
呈
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原

体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
法

律
を
適
用
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
の
二
第
二
項
関
係
）

二

隔
離
及
び
停
留

１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
隔
離
は
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機

関
又
は
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
入
院
を
委
託
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
医
療
機
関
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
っ
て
検
疫
所
長
が
適
当
と
認
め
る

も
の
に
入
院
を
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

２

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
停
留
は
、
期
間
を
定
め
て
、
特
定
感

染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
こ
れ
ら
以

外
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で
あ
っ
て
検
疫
所
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
入
院
を
委
託
し
、
又
は
宿
泊
施
設
の
管
理



者
の
同
意
を
得
て
宿
泊
施
設
内
に
収
容
し
、
若
し
く
は
船
舶
の
長
の
同
意
を
得
て
船
舶
内
に
収
容
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）

三

仮
検
疫
済
証
の
交
付

検
疫
所
長
は
、
仮
検
疫
済
証
を
交
付
す
る
場
合
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ

の
あ
る
者
で
停
留
さ
れ
な
い
も
の
に
対
し
、
旅
券
の
提
示
を
求
め
、
又
は
国
内
に
お
け
る
居
所
、
連
絡
先
及
び
氏
名
並
び

に
旅
行
の
日
程
等
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
報
告
さ
れ
た
事
項
を
当
該
者
の
居

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
第
四
項
及
び

第
五
項
関
係
）

四

協
力
の
要
請

検
疫
所
長
は
、
検
疫
業
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
等
の
所
有
者
若
し
く
は
長
又
は

検
疫
港
若
し
く
は
検
疫
飛
行
場
の
管
理
者
に
対
し
、
検
疫
に
際
し
必
要
な
質
問
に
関
す
る
書
類
の
配
付
等
必
要
な
協
力
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

五

実
費
の
徴
収



検
疫
所
長
は
、
隔
離
又
は
停
留
の
実
費
を
個
人
の
旅
行
者
か
ら
徴
収
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
関
係
）

六

新
感
染
症
に
係
る
措
置

検
疫
所
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
に
従
い
、
新
感
染
症
を
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
と
み
な
し
て
、
三
の

事
務
を
実
施
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）

七

罰
則

三
の
旅
券
の
提
示
を
せ
ず
、
又
は
三
の
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
第
八
号
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関

係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）


